
 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong Tax Analysis 
香港内国歳入庁による、事前確認制度に
関する修正ガイダンスの公布 
 
紹介  
 
香港内国歳入庁（以下「IRD」）は 2020 年 7 月 15 日、新しい租税取扱通達である、税
務条例解釈及び執行ガイドライン 48 号修正バージョン（以下「修正 DIPN 481」）を公布
した。 

 
香港では、2012 年に事前確認（以下「APA2」）プログラムが導入され、二国間 APA と多
国間 APA が認められるようになっているが、今回の修正 DIPN 48 は、香港の APA を国際的
なベストプラクティスにより近いものにするための、最新の APA ガイダンスである。他国の税務
当局と APA を締結する権限は、締結済みの租税条約（以下「DTA」）上の相互協議条
項 3（以下「MAP」）に基づき、IRDに付与される。 

 
修正 DIPN 48 では、下記の事項が明確にされている。 
 

• 香港 APA 制度の法的な側面 

• 従来の 5 段階より効率化された、3 段階の申請プロセス 

• APA が合意に至った後における、継続的な報告と管理に関する要求条項 

• APA の遡及適用可能期間 

• APA プログラムに含まれる事前確認の種類（香港の恒久的施設への利益の帰
属を含む) 

 

連絡先（日本語可）: 
 

Edison Zuo 
TP Partner 
Tel: +86 20 2831 1309 
Email: ezuo@deloitte.com.cn  
 
Flora Zeng 
TP Director 
Tel: +852 2238 7200 

    Email: flozeng@deloitte.com.hk 
 
 

本稿では、修正 DIPN 48 にて言及されている、香港 APA プログラムの主な特徴と、APA に関する国際税務上の現況を分析する。 
  

                                                
1 DIPN 48 の詳細はこちら: https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn48.pdf 
2 修正 DIPN 48 並びに OECD の「多国籍企業と税務当局のための移転価格算定に関するガイドライン（以下「TPG」）」では、APA を「一定の期間における関連者
間取引の価格を決定するために、当該取引を行う前に一連の適切な基準（方法論、比較対象、適切な調整、将来向けの重要な仮定など）を取り決める手続」
と定義している。 
3 IRD は、2019 年 2 月に MAP に関するガイダンス(正式な DIPN ではない）を公布している。ガイダンスの詳細情報はこちら: 
https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/2019/map_guidance.pdf   
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税源浸食と利益移転に関する国際的な背景 
 

IRD による DIPN 48 の修正は、税源浸食 と利益移転（以下「BEPS」）の行動計画 144「紛争解決メカニズムの効果化」の推奨
事項、また多国籍企業（MNE）のクロスボーダー取引に対する税務上の確実性が必要であるとの需要を踏まえたものである。この
修正 DIPN 48 により、新たに導入される効率的な APA 申請手続が説明されることになり、また過年度に APA を遡及適用すること
が認められる他、ユニラテラル APA（国内事前確認制度、以下「国内 APA」）に関するガイダンスが提供されることになり、香港の
APA プログラムは国際的なベストプラクティスや OECD ガイドラインとほぼ一致するものになった。 

 
APA プログラムの概要と主な変更点 

 
APA の種類 

 
修正 DIPN 48 は、国内、二国間、多国間 APA の申請を認めている。通常、 IRD は二国間または多国間 APA の申請を想定してい
るものの、以下の場合には国内 APA も受理する。 

 
（1） 取引相手の所在国と香港間に DTA が締結されていない場合 

（2） 香港と DTA を締結した相手国の税務当局が APA を認めない、または二国間または多国間 APA の申請を受理しない場合 

（3） 香港税務の観点から、二国間または多国間 APA が技術的に有意義でなく費用対効果が低いとみなされる場合 

（4） 主な移転価格リスクが香港にある場合 
 
修正 DIPN 48 によると、APA は将来を考慮し申請するもので、その有効期間は通常 3 年間から 5 年間までである。但し、有効期
限満了日の 6 ヶ月前までに更新申請を提出し、APA を更新することができる。 

 
APA 申請に関する条件 

 
APA の対象になるためには、納税者が行う関連者間取引に係る年間金額が各取引カテゴリの基準額以上でなければならない。移
転価格リスクが高い複雑な取引に対しては、IRD が基準額を低く調整する場合もありうる。 

 
APA 申請に関する条件は下記の通りである。 

 
(a) 年間商品販売または購入額：8,000 万香港ドル 

(b) 年間サービス提供額：4,000 万香港ドル 

(c) 年間無形資産使用料額：2,000 万香港ドル 

(d) APA 申請が香港の恒久的施設への利益の帰属に関するものである場合は、年間事業利益 2,000 万香港ドル 

(e) 上記に該当しないその他取引の場合、年間 2,000 万香港ドル 
 
上記の条件(a)〜(c)は、従来のそれから変更されていないが、修正 DIPN 48 には「その他取引」というカテゴリが追加された。 また、
香港における恒久的施設 5への利益の帰属も条件に追加された（上記の条件(d)）。これは TPG 第 4 章のガイダンスと一致するも
ので、OECD モデル税条約 6第 7 条によって提起される、利益配分や所得の帰属に関する問題に対し、APA が特に有用であると税
務当局がみなす可能性がある。 
 
 
 

                                                
4 行動計画 14 は TPG 第 4 章に組み込まれている。 
5 IRO 第 50AAK 条は、独立企業原則に基づく香港非居住者の恒久的施設への利益配分について規定している。 詳細ガイダンスについては、税務条例解釈及び
執行ガイドライン 60 号（DIPN60）をご参照されたい。 
6 恒久的施設への事業利益配分に関連する。 



より効率化された 3 段階の申請手続 
 
修正 DIPN 48 における最も重要な変更点の一つは、APA 申請手続の効率化である。従来の 5 段階手続から、より効率的な 3 段
階手続に変更されたことによって、APA プログラムは納税者に対してより分かり易く魅力的なものになった。 
 
3 段階の申請手続の概要、申請に必要な資料及びタイムラインは、添付の図をご参照されたい。 
 
また、納税者は、APA の対象となる各年において、年次コンプライアンスレポートを作成し、提出しなければならない。 また、税務条例
（以下「IRO」）第 9A 条に基づく移転価格文書の免除が適用されない場合は、APA の対象となる取引に対してマスターファイルと
ローカルファイルを用意する必要がある。納税者は、これらのコンプライアンス要件の増加に留意すべきである。 
 
遡及適用期間 
 
修正DIPN 48は、BEPS行動計画14の推奨事項に沿うために、IRDが二国間または多国間APAの遡及適用を検討している旨を明ら
かにしている。 
 
特定のケースの事実と状況に対して、IRDが遡及適用を検討する際には、下記を考慮する。 

(a) 過年度の移転価格問題のリスクが低いと評価される場合、基本的に遡及適用を求めない。 

(b) 税務調査による APA よりも、自発的な APA 申請に対する遡及適用期間が短くなる。 

(c) リスクが高いと評価された問題に対して遡及適用を求める可能性が高い。 
 
原則として、IRDは国内APAの遡及適用要求には対応しない。 
 
付随事項 
 
APA申請の初期段階において、IRDがAPA申請に付随する税務事項（潜在的な恒久的施設、租税回避の事項、繰越欠損金、そ
の他の税務上または法的問題など）を特定し、納税者と共に当該税務事項を解決しなければならないケースが存在する。 修正
DIPN 48では、APAの締結に合理的な根拠がある場合、IRDの裁量を以て、過年度における移転価格関連の付随税務事項に対
し、当該APAで使用されたアプローチ・方法論を適用することができる。  
 
付随税務事項がAPAの対象となる移転価格の問題に直接関連しない場合は、APA申請の前に、IRDから事前裁定の提出を求ら
れる可能性がある。 
 
APA プログラムと税務調査 
 
修正DIPN 48は、納税者が必要な情報を提供しなかったり、不正確な情報を提供した場合を除き、IRDがAPAの対象である関連者
間取引に対する税務調査を行わない旨を明らかにしている。 また、修正DIPN 48では、APAがこれらの問題の解決に役立つということ
に全ての関係者が合意した場合、税務調査を延期または中止することができるとしている。 
 
罰則条項 
 
APAの申請を希望する納税者は、APAプログラムに関する法律上の要求条件に違反した場合に与えられうるペナルティについて留意
するべきである。違反には、不正確な情報の提供、IRO上のAPA申請に関する義務の未遵守等が含まれる。 
 
 
 
 
 
 



デロイトのコメント 
 
移転価格ポリシーに対する税務当局の監視や調査が世界中で増加する中で、修正DIPN 48の公布は香港の納税者にとって歓迎
すべき進展である。APAは、税務当局と納税者の双方に対して、対象期間の関連者間取引に関する税務処理を明確にし、確実
性を与え、移転価格調整と二重課税の可能性を大幅に減少するものである。 
 
2012年にAPAプログラムが導入されて以来、香港では二国間APAがわずか数件しか締結されていない。より効率的に変更された新た
な申請手続によって、APAの締結数も増えると予想される。中国のAPAプログラムに関する我々の経験によると、中国の国家税務総
局もAPAの交渉にかかる時間を短縮するために、申請手続の簡潔化を望んでいる。香港と中国の二国間APAを図る納税者は、より
便利になった変更後の申請手続を歓迎すると思われる。 
  
修正DIPN 48は、MNEの全体的なバリューチェーンを俯瞰し、バリューチェーンに対する香港企業の貢献を確認するという、IRDの意図を
明らかにした。従って納税者は、APA申請の初期に移転価格モデル及びバリューチェーン全体の利益配分に関する詳細な情報をIRD

に開示し、交渉するための準備をする必要がある。従来のような、香港企業のみを中心としする一方的なアプローチは、IRDから認ら
れなくなる。 
 
修正DIPN 48におけるこれらの変更点は、TPG / BEPSの推奨事項、即ち透明性や、紛争解決メカニズムをより効果的にすることに同
調するものである。さらに、修正DIPN 48はBEPSイニシアチブ/ TPGを肯定し、国際的なベストプラクティスに沿うAPAプログラムを導入す
るというIRDの決意を示している。 
  



 
添付：3 段階の APA 申請手続の概要、申請に必要な資料及びタイムライン 
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